
  

学校が調査主体の場合の指導・支援 

支援の必要がある場合、報告・連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情報提供 

小田原市が実施するいじめ防止の措置    令和３年 10月 

【学校】 

いじめ防止対策委員会 等  第 22条 

いじめの未然防止や早期発見に向けた取り組みを効果 

的に推進する。 

○管理職○総括教諭○児童生徒指導担当教員○学年主任○養護教諭 

○教育相談コーディネーター○スクールカウンセラー 等 

※構成員は学校の状況に応じて決定する。 

【教育委員会】 

児童生徒指導担当並びに児童生徒指導支援チーム  

いじめの未然防止に向けた、学校への支援・指示・調査 

小田原市いじめ問題対策連絡会  [ 教育指導課 ] 

いじめ防止等に関する関係機関相互の連絡調整を図るほか、それに関わる情報共有、協議等を行う。 

○学校代表○教育委員会○児童相談所○地方法務局○警察○関係機関・団体 等 

＜１＞ いじめの未然防止のための措置 

＜２＞ いじめの早期発見・早期解決のための措置 

【児童生徒・

保護者等】 

【児童生徒・保護者等】 【教育委員会】 

児童生徒指導担当並びに児童生徒指導支援チーム 第 24条 

いじめの対処に向けた学校への支援・指示・調査 

【学校】 第 23条 

 いじめの発見、訴え・通報の受理・・・・・・・・・・・・いじめられた児童生徒に係る情報収集   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止対策委員会等の緊急開催 

学校関係者による、いじめの情報の迅速な共有、関係ある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支

援の体制・対応方針の決定、当該の保護者との連携を図る。 

い じ め の 認 知 

組織的に対応（保護者・地域住民との連携を図る） 

【所管警察署】 

【学校】第 28条 

※重大事態発生時

の調査を行う。 

＜３＞ 重大事態への対処 

【教育委員会】※調査の実施主体の判断 【市長】 【議会】 

【当該児童生徒・保護者】 

【関係相談機関等】 

 

小田原市いじめ防止対策調査会  [ 教育総務課 ] 第 28条 

※重大事態発生時の調査を行う。 

○医師○弁護士○臨床心理士 ほか教育委員会が必要と認める者 

小田原市いじめ問題再調査会 [人権男女共同参画課 ] 第 30条第 2項 

学校又は市教育委員会が行ったいじめの重大事態の調査結果について

市長が再調査を行う必要があると認めた場合。 

○医師○弁護士○臨床心理士○学識経験者 等 

取組内容の周知 

学校評価・面談など 

支援・指示・調査 

取組報告 

結果の報告 

訴え・通報 

対応・報告 

対応・報告 

相談・通報 

相談・協力要請 

支援・指示・調査 

犯罪行為として取

り扱われるべきも

の等の相談・通報 

犯罪行為として取り扱われるべきもの等の相談・通報 

いじめの認知の報告 

※教育委員会が調査主体の場合は「小田原市いじめ防止対策調査会」を開設する。 

重大事態発生の報告 

開設・調査の依頼 調査結果の報告 

調査結果の報告 

発見・報告 発見・通報 

調査結果の報告 

再調査依頼 再調査結果報告 

再調査内容の結果を報告 

小田原市いじめ防止対策調査会    [ 教育総務課 ]  第 14条第 3項 

いじめ防止対策のあり方や実効性を高めるための調査研究を行う。 

○医師○弁護士○臨床心理士 ほか教育委員会が必要と認める者 

【各種相談機関】 

おだわら子ども若者教育支援

センター 

県立総合教育センター 

県警少年相談・保護センター 

児童相談所  等 

相談 対応 

県教育

委員会 

連携 

連携 

再調査、結果報告 

連携 

状況の報告 

※第○条は根拠となるいじめ防止対策推進法の箇所を示している。 

県教育

委員会 

※調査結果の公表は、適切に

判断したうえで行う。 

第 28条第３項  

での意見の聴取 


